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城陽市廃棄物減量等推進審議会会議録 

 

 

会 議 名 城陽市廃棄物減量等推進審議会 

日 時 令和７年（2025 年）１１月１９日（水）１３：３０～１４：２０ 

場 所 市役所２階 第１会議室 

出席委員 山川委員、北川委員、川島委員、生駒委員、一井委員、渡邊委員   

以上６名  

欠席委員 井上委員、田中委員 以上２名 

事 務 局 村田市長、上羽部長、藤林次長、木村課長、谷口館長、伊庭係長 以上６名 

傍 聴 者 なし 

次 第  

１． 開会 

２． 委嘱書交付 

３． 市側あいさつ 

４． 委員の自己紹介 

５． 事務局職員紹介 

６． 会議内容 

（１） 会長・副会長選出 

（２） フードドライブ事業の実績について 

（３） プラスチック資源回収の開始について 

（４） 城陽市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて 

（５） その他 

７． 閉会 
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１． 事務局開会のあいさつ 

・全委員８名のうち６名の委員の出席をいただいており、過半数以上であることから、

会議開催要件を満たしている旨、報告。 

 

２． 委嘱書の交付 

   （市長より委嘱書を交付） 

  

３． 市長のあいさつ 

 

４． 委員の自己紹介 

 

５． 事務局職員紹介 

 （市長以下、出席者紹介） 

 

６． 会議内容 

（１）会長・副会長選出 

事務局 会長、副会長の選出に入りたいと考えます。城陽市一般廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例施行規則の第２３条第２項におきまして、会長は委員の互選に

より定め、副会長は会長が委員のうちから指名すると規定しています。どなたか

会長の推薦はございませんか。     

委 員 学識経験者で廃棄物に精通されています山川先生が適任と考えます。 

事務局 ただいま、山川委員にというご提案がありましたが、いかがでしょうか。 

     ＜異議なしの声あり＞ 

事務局 それでは、会長は山川委員に決定いたしました。山川委員よろしくお願いします。 

事務局 山川委員、会長就任のご挨拶をお願いします。 

会 長 会長に指名いただきました。引き続きよろしくお願いいたします。 

    今日の報告にもありますが、基本計画もあと５年となります。いろんな課題があ

ると思いますが、委員の皆さんのご意見をいただきながら進めていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。会長が決定しましたので、この先の議事進行は会長に

お願いします。 

会 長 それではこれより私が議事進行をさせていただきます。副会長の選出ですが、環

境施策に幅広い知見、博識をお持ちの北川先生に引き続きお願いしたいと思いま

す。皆さんいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

     ＜異議なしの声あり＞ 

    北川先生よろしくお願いします。 

会 長 それでは副会長就任のご挨拶をお願いします。 
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副会長 現在、大学を退職し研究活動の一環で東アジア地区を対象に韓国や台湾を中心に

視察に行っています。今月初めは台湾を訪問し紙オムツのリサイクルについて、

環境省と関連事業者を案内して意見交換いたしました。環境省の方は４社を推薦

しているのですが、４社共実証実験段階であり技術の守秘性からなかなか教えて

もらえませんでした。近隣諸国も日本と同様に高齢化が進んでいますので、紙お

むつや生ごみのリサイクルについて注視していきたいと考えています。 

    来年の１０月にプラスチック削減のワークショップがありますので、その方面か

らも意見を述べてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

会 長 ありがとうございました。 

村田市長は他の公務の都合により、ここで退席されます。ありがとうございまし

た。 

市 長 どうぞよろしくお願いします。失礼いたします。 

会 長 それでは次第に沿って進めさせていただきます。事務局から本日の配付資料の説

明をお願いします。 

事務局  ＜配付資料の説明及び確認等＞ 

会 長 ありがとうございました。資料等はそろっていますでしょうか。それでは次に移 

ります。 

会 長 では、（２）フードドライブ事業の実績について 

事務局からご説明ください。 

事務局 （事務局より配付資料「フードドライブ事業の実績について」説明） 

会 長 ありがとうございました。ご説明いただきました内容について、質問等ございま

せんか。 

副会長 収集量の表のうち常設拠点分２カ所についての説明をお願いします。 

事務局 市役所１階の市民活動支援課及び外部施設の衛生センターです。 

副会長 常設ですので今年度の収集量は今後も増加するのですね。 

事務局 資料作成時は１０月２２日ですので、それ以降も随時回収しています。 

会 長 他に何かありませんか。 

委 員 この前、地方紙にフードドライブ事業の記事が掲載されていました。市民に周知

されていると思いました。この物価高の中で少しでも食品ロスを減らす取組みが

広まるのを期待しています。 

会 長 ありがとうございます。他の委員の皆さんいかがでしょうか。 

会 長 フードドライブ事業の案内を広報等で周知されていると思いますが、取組趣旨の

一つは、余った分だから寄付するのではなく、そもそも困っている人がいるから

受付しますよという内容ですね。 

一方、食品ロスそのものを減らすべきであるというものがあります。もらったり

してどうしても使い切れないものをフードドライブに協力する、その結果として

助け合いに参加しましょうという内容ですね。 
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「フードドライブ」の言葉だけを前面に出すと福祉的な視点と環境的な視点の微

妙な関係がうまく伝わらない可能性もあるので、両方の観点を小さくてもいいの

でわかりやすく記載していただく必要があるのではと思います。よろしくお願い

します。 

会 長 他に何かございませんか。よろしいでしょうか。 

では、次に移らせていただきます。 

    次に議題の（３）プラスチック資源回収の開始について 

事務局からご説明ください。 

事務局 （事務局より配付資料「プラスチック資源回収の開始について」説明） 

会 長 ありがとうございました。ご説明いただきました内容について、質問等ございま

せんか。 

副会長 私は京都市在住ですがプラスチック資源について、京都市では一部金属が付属し

ていても排出可能となっています。具体的にはハンガー、洗濯バサミ、ボールペ

ンなどです。今回、城南衛生管理組合の受入体制及び各市町との協議で１００％

プラスチックとなったと思うのですが、一部金属が付いているものは取り除かな

いとリサイクルが難しいということですか。 

事務局 金属等がついているものは、城南衛生管理組合の受入体制やリサイクル処理施設

の設備の関係で排出不可としています。ただし、簡単に取り外すことができ１０

０％プラスチックだけにできたものは排出可能としています。 

副会長 リチウムイオン電池を使用している各種製品について、どのような製品に使用し

ているかわからないという意見を聞きます。市町村によっては使用製品を例示し

ている所もあると聞いていますので、可能であれば例示いただければより分別の

啓発につながると思います。 

事務局 ありがとうございます。資料では参考に一例として掲載しています。ホームペー

ジに小型家電の回収案内の項目がありますので、そういったところに分かり易く

例示していきたいと思います。 

会 長 ありがとうございます。他にありませんでしょうか。 

会 長 プラスチック資源回収は来年４月ですね。 

事務局 はいそうです。 

会 長 この説明冊子は配布されたのですか。 

事務局 全戸配布はしていませんが、事前説明会や出前講座等で配布しました。ホームペ

ージにも掲載しています。 

会 長 市民から問合せはあったのですか。 

事務局 説明会や出前講座で質問はありましたが、今のところ電話等で具体的な質問はあ

りません。来年３月１日に広報じょうよう特集号でプラスチック資源回収に特化

した記事を全戸配布する予定です。事業開始以降も市民からの問合せや説明会、

出前講座等の希望があれば積極的に対応していく予定です。 
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会 長 分別が悪い場合は違反シールを貼って収集しないで置いておく方法を取る予定

ですか。 

事務局 その予定です。収集業者には２～３月頃に説明会を開催して収集時の注意点等の

周知を図る予定です。 

会 長 ありがとうございます。他に何かございませんか。 

ないようですので、次に移らせていただきます。 

    次に議題の（４）城陽市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて 

事務局からご説明ください。 

事務局 （事務局より配付資料「城陽市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて」

の説明） 

会 長 ありがとうございました。ご説明いただきました内容について、質問等ございま

せんか。 

会 長 原案と計画案の違いというのは何でしょうか。 

事務局 原案というのは最終的な案の前段階、たたき台といいますか粗い案というイメー

ジですね。計画案というのはほぼ最終段階に近いイメージと考えていただければ

と思います。 

会 長 論点みたいな、改正にあたっての特に検討すべき点みたいなのをピックアップし

て、それについて議論をするというのが原案という訳でもないのですか。 

事務局 全面改定ではなく中間見直しですので、見直すポイントとして今おっしゃってい

ただいた市が行うべき目標や施策であったりする部分が達成できているか。さら

に踏み込んだ施策が必要かどうか。新たな施策を導入するかなどの施策面につい

てご意見を頂きます。 

あと数値的な面です。ごみ減量の目標に向けた達成状況を分析して目標数値の見

直しを行うことなどが主な中間見直しのポイントになると考えています。 

事務局 まずは原案というところで今の基本計画をベースに皆さんで議論いただき、いた

だいたご意見を盛り込み計画案について最終確認していただきたいというイメ

ージを持っています。具体的な内容につきましては、来年の６月、１０月の審議

会でお示しさせていただきたいという予定で進めていきたいと考えています。 

会 長 来年６月、１０月位に中身の議論を行い、再来年１月位から最終調整するという

予定ですか。 

事務局 そのように考えています。 

会 長 他にいかがでしょうか。 

副会長 確認ですが、今回は中間見直しということですが、パブリックコメントは実施さ

れるのですか。 

事務局 市のパブリックコメントの実施要領をもとに実施の可否については、検討してい

るところです。 

会 長 実施するとなると審議会のスケジュールが変わっていきますね。 
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会 長 他に何かありませんか。よろしいでしょうか。 

ないようですので、次に移らせていただきます。 

    次に議題の（５）その他について 

事務局から何かありますでしょうか。 

事務局 基本計画の中間見直しつきましては、内容の方も調整して順次進めて参りたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

    事務局の方からは、以上です。 

会 長 委員の皆さん何かご質問等ございませんか。 

    他に、何かございませんか。 

    無いようですので、議事の方は以上とさせていただきます。 

    それでは、７の閉会に移ります。 

 これで、本日は閉会させていただきます。 

    ご協力どうもありがとうございました。 


